
地域で育むいずみっこ応援事業補助金交付要綱 

制 定 令和５年３月１日 泉地振第1021号（区長決裁） 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、地域の様々な主体が子どもの居場所作りや異なる年齢の子ども同士及び子ども

と地域の大人たちとの交流・体験等を通じて、子どもの自主性や社会性を育むことを目的とし、地

域で自主的に継続して事業を行う団体を支援するため、「地域で育むいずみっこ応援事業補助金」

（以下「補助金」という。）の交付について、必要な事項を定めるものとする。 

２ 補助金の交付については、横浜市補助金等の交付に関する規則（平成 17年 11月横浜市規則第 139

号。以下「補助金規則」という。）に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 

（用語の定義） 

第２条 この要綱における用語の定義は、次に定めるもののほか、補助金規則の例による。 

(1) 子ども

泉区内に在住する主に小学生及び中学生

(2) 地域

泉区内の複数の地区連合自治会町内会または単独の連合自治会町内会の範囲

（補助対象団体） 

第３条 この要綱における補助対象団体は、次の各号の要件すべてに該当する団体とする。 

(1) 区内で活動している団体で５名以上の構成員で組織されるもの

(2) 公序良俗に反しないこと、かつ特定の政治活動又は宗教的活動に関する団体・グループ等では

ないこと。

(3) 公益を害するおそれのある活動をしていないこと。

(4) 法人格を有していないこと。ただし、特定非営利活動法人はこの限りでない｡

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは対象外とする。 

(1)暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号。以下「法」

という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。）

(2)法人にあっては、代表者又は役員のうちに暴力団員（法第２条第６号に規定する暴力団員をい

る。以下この項において同じ。）に該当する者があるもの。

(3)法人格を持たない団体にあっては、代表者が暴力団員に該当するもの。

３ 泉区長（以下「区長」という。）は、必要に応じて申請団体又は補助事業者等が、前項のいずれか

に該当するか否かを神奈川県警察本部長に対して確認を行うことができる。 

（補助対象事業） 

第４条 補助金を交付する対象事業は、泉区内において実施する事業とし、次の各号の全てに該当す

るものとする。 

(1) 子どもの健全育成に資する事業を、年６回以上継続的に行う事業であること。ただし、荒天そ

の他のやむを得ない事情により計画回数が実施できなかった場合は、この限りではない。

(2) 参加費が無料又は低廉（実費相当額）であること。

(3) 横浜市（区役所を含む）から補助・助成及び委託を受けている又は受ける見込みがないこと。

(4) その他区長が必要と認める条件

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当するものは対象外とする 

(1) 営利目的又は特定の団体や個人のみが利益を受けるもの。

(2) 政治活動又は宗教活動を目的とするもの。

(3) 地域住民・団体構成員の交流や親睦を主な目的とするもの。

(4) 未就学の子と親が主な対象で、仲間づくりや情報交換、育児の支援を目的としたもの。

(5) 学校のクラブ活動及びこれに類する活動。

(6) 事業実施を伴わない調査・研究のみのもの。

(7) 施設、備品等の整備、購入のみを目的とするもの。

(8) 公序良俗に反するもの。



（補助対象経費） 

第５条 補助対象経費は、前条に定める補助対象事業の実施に必要な経費のうち、別表１に定めると

おりとする。 

 

（補助金額） 

第６条 補助金の額は、補助対象経費の 10 分の９（千円未満の端数は切り捨て）、上限 10 万円のいず

れか低い額とする。 

 
（交付申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書（第１号様式）（以下「申請書」とい

う。）を区長が指定する期日までに提出しなければならない。 

２ 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。 

(1) 事業計画書（第２号様式） 

(2) 事業収支予算書（第３号様式） 

(3) 団体等概要書（第４号様式） 

(4) 団体等構成員名簿 

(5) 団体等の会則･規則その他これらに類する書類 

(6) その他区長が必要と認めるもの 
３ 補助金規則第５条第３項の規定により、補助金交付申請書への記載を省略させることができる事

項は、同規則第５条第１項第３号に規定する事項とし、添付を省略させることができる書類は、同

規則第５条第２項第２号及び第４号に規定する書類とする。 

 

（審査及び交付の決定） 

第８条 区長は、前条に規定する申請を受理したときは、その内容を別表２「選定基準」に基づき審

査し、補助するべきものと認めたときは、予算の範囲内で補助金の交付を決定するものとする。 

２ 区長は、補助金を交付すると決定したときは、補助金規則第８条の規定による補助金交付決定通

知は、地域で育むいずみっこ応援事業補助金交付決定通知書（第５号様式）により行うものとする。 

３ 区長は、補助金を交付しないと決定したときは、補助金規則第６条第３項の規定による補助金を

交付しない旨の決定を、地域で育むいずみっこ応援事業補助金不交付決定通知書（第６号様式）に

より行うものとする。 

 

（交付の条件） 

第９条 補助金規則第７条第１項第４号の規定により区長が補助金の交付の目的を達成するために必

要があると認める場合は、交付にあたって条件を付すことができる。 

 

 （交付決定の取消） 

第10条 区長は、交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付の決定

内容の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を求める

ことができる。 

(1) この要綱又は補助金の交付決定の内容若しくは交付条件に違反したとき。 

(2) 補助対象事業を中止したとき。 

(3) 虚偽の申請若しくは報告又は不正の行為によって補助金の交付を受けたとき。 

(4) 第３条に該当しなくなったとき。 

(5) その他区長が必要と認めたとき。 

 

 （申請内容の変更等） 

第11条 補助金の交付決定を受けた団体は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、地域

で育むいずみっこ応援事業（変更・中止・廃止）承認申請書（第７号様式）を区長に提出し、承認

を受けなければならない。ただし、変更の内容が軽微な場合には提出を省略することができる。 

(1) 団体の住所又は名称を変更したとき 

(2) 団体の代表者を変更したとき 

(3) 補助対象事業の申請内容等を変更又は中止、若しくは廃止するとき 

２ 区長は、前項の規定の申請に基づいて変更等を承認することを決定したときは、地域で育むいず

みっこ応援事業（変更・中止・廃止）承認通知書（第８号様式）により、申請者に通知するものと



する。 

 

（申請の取下げの期日） 

第12条 補助金規則第９条第１項の規定により区長が定める補助金交付申請の取下げの期日は、申請

者が補助金交付決定通知書の交付を受けた日の翌日から起算して 10日目の日とする。 

 

（実績報告） 

第13条 補助金規則第 14 条第１項の規定により補助対象団体が区長への報告を用いる書類は、地域で

育むいずみっこ応援事業完了報告書（第９号様式）とし、事業年度終了後 30 日以内までに、区長に

提出しなければならない。 

２ 前項の実績報告書には、次の書類を添付しなければならない。 

(1) 事業実績報告書（第 10号様式） 

(2) 事業収支決算書（第 11号様式） 

(3) 領収書等経費の支出を証明する書類の写し（１件の金額が 100,000円未満のものに係る領収書

等は省略することができる） 

 

 （補助金の額の確定） 

第 14 条 補助金規則第 15 条の規定による補助金額の確定の通知は、地域で育むいずみっこ応援事業

補助金額確定通知書（第 12号様式）により行うものとする。 

 

（補助金の交付時期及び交付請求） 

第15条 補助金は、前条の規定により確定した額を補助事業が完了した後に交付するものとする。た

だし、区長が補助事業の完了前に補助金を交付しなければ補助事業を実施できないと認めるときは、

補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を交付することができるものとする。 

２ 前条に規定する補助金額確定通知書を受理した申請団体は、その写し及び地域で育むいずみっこ

応援事業補助金請求書（第 13 号様式）を区長に提出しなければならない。ただし、前項ただし書き

の規定により、補助事業完了前に補助金の交付を受けようとする団体は、第８条に規定する地域で

育むいずみっこ応援事業補助金交付決定通知書の写し及び地域で育むいずみっこ応援事業補助金請

求書を区長に提出しなければならない。 

３ 区長は適正な補助金請求書を受理した日から 30日以内に補助金を交付しなければならない。 

４ 補助対象団体は、補助対象事業の完了前に補助金の交付を受け、事業完了後残金が生じたときに

は、速やかに清算残額を返還しなければならない。 

 

 （関係書類の保存期間） 

第16条 補助金規則第 26 条の規定により区長が定める関係書類の保存期間は、補助金の交付を受けた

翌年度から起算して５年間とする。 

 

 （書類の閲覧） 

第17条 補助金の交付を受けた団体及び区長は、横浜市市民協働条例（平成 24 年６月条例第 34 号）

第７条第４項に基づき、個人情報に該当する部分を除いて、次の各号に定める書類又はその写しを、

一般の閲覧に供さなければならない。 

(1) 第７条第１項、第２項第１号、第２号及び第５号に規定する書類 

(2) 地域で育むいずみっこ応援事業補助金交付決定通知書 

(3) 第 13条第２項第１号及び第２号に規定する書類 

２ 前項の閲覧を行う場所及び時間は、横浜市市民協働条例施行規則（平成 25 年２月規則第 15 号）

第４条に基づき、次の表のとおりとする。 

 補助対象団体 区長 

閲覧場所 
補助対象団体の事務所又は、補助対象

団体が指定する場所 
泉区役所総務部地域振興課 

閲覧時間 補助対象団体が指定する時間 

月曜日から金曜日までの午前８時 45 分か

ら午後５時まで。ただし、横浜市の休日

を定める条例（平成３年 12 月横浜市条例

第 54号）で規定する休日を除く。 

  



閲覧期間 

前項に規定する書類及び補助金交付決定通知書にあっては、補助金の交付を受けた

日から、前項に規定する書類のうち第 11 号様式及び第 12 号様式及びその添付書類

又はその写しについては、当該書類を区長に提出した日から２年間とする。 

３ 閲覧をしようとする者は、閲覧票（第 14号様式）により申請するものとする。 

  

 （調査） 

第18条 補助金規則第 27 条の規定により区長は、補助対象団体に対して、補助金の交付を受けた当該

年度から起算して５年間において、補助対象事業の遂行に関する状況を調査することができる。 

 

（その他） 

第19条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、区長が別に定める。 

 

  附 則 
 （施行期日等） 
１ この要綱は令和５年３月１日から施行する。 

 
（経過措置） 

２ 令和５年度については、地域で育むいずみっこ応援事業補助金第４条第１項第１号に規定する補

助対象事業の実施回数を「年５回以上継続的に行う事業」とする。 
 
 
  



別表１（第５条）補助対象経費 
 対象経費 内容 

報償費 講師（団体構成員を除く）等に対する謝礼に係る費用 

消耗品費 単価が３万円未満の物品（事務用消耗品、教材費等）の購入に係る費用 

印刷製本費 印刷物（チラシ・ポスター等）の印刷製本に係る費用 

通信運搬費 郵便、配送・運送の費用 

交通費 公共交通機関・タクシー運賃代 

使用料 会場や器材等の仕入れ、購入に係る費用 

原材料費 事業で使用する食材等の材料購入に係る費用 

保険料 活動に必要な保険の加入に係る費用 

その他 区長が認めるもの 

 
 
別表２（第８条）選定基準 

審査方法 

書類審査 
※予算の範囲内で、合計点数の高い順から採択する（同点の場合は、実施がない地域

を優先）。 
 ただし、次の事項に該当する場合は、採択しないものとする。 
 １過去５年間に補助金要綱第 10条に基づく交付決定の取り消しを受けた者 
 ２評価項目のうち１項目でも０点となった場合 

 ３合計点数の６割に満たない者 

選定基準 

評価項目 評価の視点 点数 加重配点 

事業目的 事業目的に沿った事業内容になっているか。 ０～５点 ×２ 

実効性 
運営体制や実施方法が実現可能な方法になっ

ているか。 ０～５点 ×２ 

計画性 
６回以上実施できる妥当なスケジュールにな

っているか。 ０～５点 ×２ 

経費の妥当性 予算計画は妥当なものになっているか。 ０～５点 ×２ 

安全性 
安全に実施できる体制（保険加入等）を整え

ているか。 ０～５点  

継続性 
次年度以降も継続して活動できる見込みがあ

るか。 ０～５点  

 ５０点 


